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時
代
、

そ
れ
も
永
幾
の
十
二
、
三
年
ま
で
の
聞
に
決
定
、
施
行
せ
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
。

題
に
掲
げ
た
八
大
数
王
と
い
う
の
は

そ
の
と

き
賜
封
さ
れ
た
各
振
の
代
表
的
大
ラ
マ
八
人
を
指
す
の
で
あ
る
が

こ
こ
で
は
そ
の
各
々
に
つ

い
て
、
漢
璃
雨
文
献
を
封
照
し
な
が
ら
具

鰻
的
に
説
明
を
行
う
の
を
目
的
と
す
る
。
し
か
し
叙
述
の
都
合
上
、

単
に
永
築
時
代
の
み
で
な
く
正
徳
頃
ま
で
の
そ
の
系
統
を
歴
史
的
に

た
ど
る
が
、
唯
問
教
王
の
み
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
亦
別
稿
で
論
述
し

@
 

た
の
で
こ
ζ

で
は
省
き
、
他
の
七
大
教
王
の
各
々
を
取
上
げ
て
見
た

い
と
思
、
っ
。

第
一
に
大
賀
法
王
で
あ
る
。
明
代
に
大
賞
法
王
に
初
め
て
封
ぜ
ら

れ
た
の
が
カ
ル
マ
パ
同

R
B同
司
白
の
デ
シ
ン
シ
ェ
グ
パ
ロ
叩

g
r
5

で
あ
り
、
彼
が
成
租
に
南
京
で
非
常
な
歓
待
を
受
け
た

@
 

ζ

と
は
別
稿
に
詳
し
く
述
。へ
る
か
ら
ζ

こ
で
は
踊
れ
な
い
。
唯
彼
が

チ
ベ
ヴ
ト
に
蹄
園
し
て
か
ら
の
事
跡
及
び
そ
の
後
の
乙
の
波
の
歴
史

mAU巾
閃
回
唱
曲

を
ζ

こ
で
は
取
扱
い
た
い
。

さ
て
デ
シ
ン
は
中
園
か
ら
購
っ
て
後
も
、
永
築
七
年
二
月
(
史
料

五
九
頁
〉
、
同
八
年
正
月
(
史
料
六

O
頁
)
、
同
十
年
五
月
(
史
料
六
二

頁
)
と
順
次
に
使
者
を
迭
り
、
明
朝
と
の
親
善
闘
係
を
断
た
な
か
っ

た
。
貫
録
永
築
十

一
年
二
月
己
未
の
燥
に
は
(
史
料
六
二
頁
〉
、

命
恰
立
廊
寺
紳
思
吉
監
職
、
震
濯
頂
園
通
妙
済
圏
師
、
鎮
爾
卜
掌

寺
端
竹
斡
醇
見
巴
里
臓
卜
、
箆
濯
頂
叩
伊
慈
通
慧
園
師
、
倶
賜
詰
印

及
綜
般
市
表
裏
。

な
る
文
が
あ
る
が

恰
立
肺
寺
沢
o
r
目白

は
多
分
リ
ウ
ォ
チ
ェ

H
N
F

ゲ

O

口
宮

の
カ
ル
マ
寺

同
月
日
戸
口

raz--ば
で
あ
り
、
縛
思

士
口
監
戴

G
a
E
C
白

H
Z【

S
B
Z
Q
U
は
の
ro臼
}
q
H
H
m
u
R
L
g
g
y白ロ

で
あ
ろ
う
。

護
繭
卜
な
ど

N
H
H
M
C

は
ツ
ル
プ
ゥ

-52一

γ向
同
印
}
戸
己
】
可
】

vr己

で
あ
り
、

端
竹
斡
醇
見
巴
里
戴
ト

Z
8ロ
G
w
g
丘
m
U
N
-
-

宮】門

Z
Q
d
u
c
は

り
o
ロ
mH己
σ

3

0
仏

N
巾

円

仏

℃

色

σ
N
m
w
U
]
U
O

で、

ゴ
ン
に
よ
れ
ば
、
確
に
こ
の
償
は
首
時
ツ
ル
プ
ゥ
の
僧
院
長
で
あ
っ

@
 

た
。
こ
の
と
き
雨
人
は
入
貢
し
た
の
で
も
な
く
、
自
ら
奏
請
し
た
の

テ
プ

で
も
な
く
て
こ
の
よ
う
な
厚
遇
を
受
け
た
の
は
、
恐
ら
く
デ
シ
ン
の

奏
請
が
蔭
に
働
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

一
方
デ
シ
ン
は
カ
ム

ウ
イ
の
地
方
を
遊
行
し
人
々
に
紹
大
の
感

化
を
興
え
た
が
、

乙
禾
の
年
(
一
四
一
五
)
に
三
十
二
歳
の
若
さ
で

天
然
痘
を
病
ん
で
残
し
た
。
ケ

l
ベ
I
ガ
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
彼
の
前

後
の
カ
ル
マ
パ
の
系
譜
は
第
一
表
の
ご
と
く
で
あ
る
。



〔第一表〕

1. Dus gsum mkhyen pa 
11・

11. Kar ma ba. ci 
(1206-1283) 

11 

m. RaIl I;lbyun rdo rje 
(1284:_1339) 

11 

IV. Rol pal;li rdo rje 
(1340-1383) 

11 

V. De bshin gcl!gs pa 
(1384-1415) 

11 

VI. MthoIl ba ldon ldan 
(1416-1453) 

11 

vn. Chos grags rgya mtsho・
(1454-1506) 

11 

w.Mi skyod rdo rje 
(1507-1554) 

デ
シ
シ
の
蝿
職
後
、
明
廷
と
カ
ル
マ
パ
と
の
闘
係
は
明
停
に
つ
自

是
迄
正
統
末
、
入
貢
者
λ
」γ

と
筒
軍
に
書
し
て
い
る
だ
け
で
、
第
八

代
の
ミ
キ
ヨ
エ
ド
ル
ジ
ェ
が
「
活
悌
」
の
名
で
現
れ
る
ま
で
歴
代
に

閲
し
て
は
全
く
そ
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
第
六
代
、

第
七
代
が
明
廷
に
使
者
を
遣
し
て
そ
の
接
鯛
を
保
っ
た
こ
と
は
若
干

の
誼
擦
が
あ
る
。

297 

第
一
に
貫
録
に
は
永
築
十
六
年
正
月
戊
午
に
「
如
来
大
賓
法
王
暗

立
肺
」
の
使
者
が
到
着
し
た
ζ

と
を
記
し
て
い
る
が
(
史
料
六
八
頁
〉
、
‘

デ
シ
ン
は
既
に
十
三
年
に
間
伐
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
と
の
恰
立

廊
八
開
日
目
印
(
宮
)
は
第
六
代
の
ト
ン
ワ
ド

γ
デ
シ
冨

p
o
u
g

⑤
 

E
oロ
E
S
の
疑
が
あ
る
。
宣
徳
元
年
(
一
回
二
六
)
四
月
甲
申
に

明
廷
に
至
っ
た
加
来
大
賞
法
王
等
の
使
臣
指
揮
使
公
寄
乱

r
c
a
r
o

Z
担
八
関
口
ロ
門
戸
関
与
品
百
一
も
(
史
料
七
九
頁
〉
同
様
に
ト
ン
ワ
の
使

匡
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
同
じ
く
四
年
三
四
二
九
〉
十
二
月
己
亥
の

傑
に
「
暗
立
麻
尚
師
等
、
来
朝
貢
馬
及
方
物
」
と
あ
る
の
は
(
史
料

一
O
三
頁
)
、

多
分
等
字
の
下
に
「
使
者
」
が
脱
落
し
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
。
同
じ
く
五
年
こ
四
三

O
〉
正
月
庚
申
の
傑
の
「
大
賓
法

王
の
徒
鎖
南
割
に
他
の
ラ
マ
等
と
と
も
に
賜
物
が
あ
っ
た
」
と
あ
り

(
史
料
一

O
三
頁
)
、
績
い
て
突
亥
の
傑
に
「
暗
立
肺
尚
師
に
賜
物

が
あ
っ
た
」
と
い
う
の
は
(
史
料
一

O
四
頁
〉
確
買
に
こ
れ
に
封
醸

す
る
も
の
で
あ
る
。
鎖
南
劉
由
民
O

ロ

Qsa匝
八
回
臼
O
仏
ロ
但
H
E
m
g
m凹

(
可
〉
は
正
統
七
年
(
一
四
四
二
)
の
八
月
乙
卯
に
も
使
者
と
し
て
明

廷
に
至
っ
て
い
る
(
史
料
一
五
二
頁
〉
。
正
統
九
年
(
一
四
四
四
〉
十

...，... 53一

月
に
も
大
賓
法
王
の
使
者
鎖
南
傑

2
0
D
R
B
S芯
が
来
朝
し
て
い

る

が

ハ

史

料

一

六

一

頁

)

、

か

ど

う

或
は

国臼
O
【回口同国戸田

mHmwm回

か
。
正
統
十
年
(
一
四
四
五
)
四
月
辛
亥
に
は
刺
麻
鎖
南
屯
祝
等
が

舎
利
、
種
種
等
を
以
て
入
朝
し
た
が

(
史
料
一
六
五
頁
)
、

鎖
南
屯

回
印
。
仏
口
同
HHH回
仏
O
口
問
HCσ

で
あ
る
。
同
じ
く
六
月
乙
巳
に
は
尚
師
喰
立
麻
の
使
者
と
し
て
鎖
南

祝

2
0
ロ
nHS
「
H
H
B
G
C
は
明
か
に

泥
麻
田
口
O

ロ
Q
S
E
B曲
が
至
っ
て
い
る
が
(
史
料
一
六
五
頁
)
、

こ
れ
は
図
的
O
仏
ロ
但
B
田
監
ヨ
伊
と
還
元
さ
れ
る
。

以
上
で
ト

γ
ワ
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の
遺
し
た
使
者
は
七
輩
で
あ
る
が
、
永
築
七
年
二
月
の
デ
シ
ン
自
身

の
遺
使
畷
臓

2
3
2
8〈
の

r
s
z
g
の
来
朝

(史
料
五
九
頁
)
、

翌
八
年
正
月
の
遺
使
(
史
料
六

O
頁
)
を
加
え
る
と
前
後
九
議
に
な

h
Hノ

「
正
統
末
ま
で
の
入
貢
者
入
」

と
す
る
の
は
大
髄
は
誤
の
な
い

も
の
と
考
え
て
よ
い
。

ト
ン
ワ

は

一
四
五
三
年
(
景
一
本
四
年
)

明
俸
は

に
捜
す
る
が

「入
賞
者
八
」
の
文
に
績
け
て

「
己
法
王
卒
、
久
不
奉
貢
」
と
い

し、

直
に
弘
治
八
年
の
記
事

へ
と
移
っ

て
い
る
。

「己
に
法
王
卒

す
」
の
法
王
は
ト
ン
ワ
を
指
し
、
そ
の
後
暫
く
使
者
が
入
朝
し
な
い

こ
と
は
、
貫
録
に
そ
の
記
事
が
な
い
ζ

と
に
よ
っ
て
誼
明
さ
れ
る
。

し
か
し
弘
治
八
年
ま
で
全
然
入
朝
が
な
か
っ
た
の

で
は
な
い
。
憲
宗

は
ラ
マ
数
を
非
常
に
愛
好
し
た
し
、
従
っ
て
明
廷
で
は
ラ
マ
憎
が
築

華
の
限
り
を
聾
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
カ
ル
マ

パ
が
こ
の
空
気
を
無

覗
し
て

い
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。

カ
ル
マ
パ
第
七
世
チ
ョ
エ
ラ
ギ
ャ
ム
ツ
ォ
の

r
a
m
g
m凹
品
百

ヨ
g
r
o
は
成
化
五
年
(
一
四
六
九
)
早
く
も
明
廷
に
使
を
出
し
て

い

る。

卸
ち
貫
録
成
化
十
年
四
月
庚
午
の
傑
に
は
(
史
料
二
六
四
頁
)、

烏
思
描
如
来
大
賀
法
王
葛
哩
麻
巴
奏
、
成
化
五
年
、
遺
人
朝
貢
、

蒙
回
賜
綜
段
表
裏
等
物
過
厚
、
欲
遺
其
徒
進
貢
謝
恩
。

と
あ
り

五
年
の
入
朝
は
確
で
あ
る
が
、
質
銀
の
五
年
の
保
に
は
ζ

れ
に
封
臨
す
る
記
事
を
見
出
し
得
な
い

ケ

l
ベ
l
ガ
ト
ン

の
チ
ョ

エ
ラ
俸
の
美
己
(
一
四
七
三
〉
の
傑
に
は
(
旬、
H

J

H

V
・

8
3、

シ
ナ
の
皇
帝
成
化
大
王

F
沼
田
ご
uo
品
目
ロ
ち
の
E

円

HEY-
よ

り
特
製
の
岡
掃
帽
と
異
珠
の
首
飾
、
帳
幕
、

質
蓋
等
多
く
の
も
の
を

濯
頂
園
師
ソ
ェ
ナ
ム
ギ
ャ
ム
ツ
ォ

切印
O
門
凶
口
問
ヨ
臼
門
的
可同

E
S
F
o

と
ド
ン
ラ

・
タ
シ

l
サ
ン
ボ
ワ
ロ
コ
門
担
切
}
Q
白
色
目
ゲ
N

同
ひ
旬
。
、

侍
従
オ
ェ
セ
ル
ギ
ャ
ム
ツ
ォ
出
O
仏

N
2
話
可
白
ヨ
2
7。
、
ニ
マ

オ
ェ
セ
ル

Z
ご
ロ
白

7
0仏

N

四
円
〔
等
持
ち
来
り
〕
皇
帝
の
寓
歳
を

-54一

一肋
る
一肋
諮問
曾
を
な
せ
り
。

と
あ
り

不
明
の
個
躍
が
あ
る
が
、
恐
ら
く
憲
宗
よ
り
大
量
の
贈
物

が
チ
ヲ
エ
ラ
に
贈
ら
れ
、
そ
れ
に
謝
し
て

チ
ョ
エ
ラ
が
謝
恩
の
法
曾

を
聞
い
た
の
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
彼
此
合
せ
見
て
、
成
化
五
年
に

チ
ョ
エ
ラ

の
遺
使
が
あ
り
、

そ
れ
に
つ
い
て
九
年
(
一

四
七
三
〉
に

憲
宗
の
使
者
が
チ
ベ

ッ
ト
に
到
着
し
、
そ
の
返
離
に
十
年
の
使
者
汲

遣
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ケ

l
ベ
l
ガ
ト
ン
に
は
更
に
丁
酋
の
年
(
一
四
七
七
、
成
化
十



年
〉
に
か
け
て
(
句
叶
・
℃

-ug)、

皇
帝
の
使
者
チ
ェ
ン
シ

l
ド
ゥ
ワ
ン
の

Z
2
Z
E
E
-
J
等

勅
書
、
贈
物
を
数
限
り
な
く
献
げ
た
り。

と
い
う
が
、
と
れ
に
封
躍
す
る
記
事
は
明
側
に
は
な
い
。

し
か
し
貫

録
に
は
同
じ
く
十
三
年
三
月
丙
申
の
傑
に
か
け
て
、
「
如
来
大
賓
法

王
葛
哩
麻
巴
」
が
闘
化
王
毘
葛
烈
と
と
も
に
園
師
温
ト
臥
些
一
言
剖

己

gHum-』ロ
O
国

O

広
口
同
札
口
o

ハロ
ZHJ同)
O

出
O
仏

N
m
H
H
m
M
S
g
g
r
o

を
し
て
来
朝
せ
し
め
た
と
と
を
い
っ
て
お
り
(
史
料
二
七
四
頁
〉
、

右
の
明
側
の
遺
使
と
前
後
の
闘
係
は
明
か
で
な
い
が
、
こ
の
頃
使
者

の
往
来
が
あ
っ
た
乙
と
は
確
賓
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

叉
貫
録
成
化
二
十
一
年
(
一
四
八
五
)
九
月
甲
成
の
慌
に
は
(
史

料
二
九
六
頁
)
、

以
烏
思
菰
法
王
差
来
刺
腕
劉
失
職
ト
領
占
五
人

調
師
、
都
綱
、

師
、
濯
頂
園
師
、

震
濯
頂
大
国

賜
詰
勅
弁
印
及
借
帽
袈
裟
等

物
な
る
記
事
が
あ
る
が
、
劉
失
戴
卜
領
占
芯
同
警
官
Q
O
H
M
c
-
-
o
a
-
m
g

〈

w
r
z
三

回

ゲ

N
8
3
1ロ
nrg
は
同
じ
貫
録
拡
治
八
年
十
二
月

甲
戊
の
傑
に
や
は
り

「
烏
思
購
大
賓
法
王
葛
哩
肺
巴
」
の
使
者
と
し
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て
来
朝
し
て
い
る
か
ら
(
史
料
=
二
七
頁
)
、

「
烏
思
購
法
王
」

「
烏
思
戴
大
貫
法
王
」
の
誤
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

憲
宗
は
成
化
二
十
三
年
(
一
四
八
七
〉
を
以
て
残
し
、
孝
宗
が
後

を
縫
い
だ
が
、
と
の
こ
と
は
直
に
使
者
を
以
て
カ
ル
マ
パ
に
倖
え
ら

れ
た
。
ケ

l
ベ
l
ガ
ト
ン

に
は

(
旬
、H
J
-
u

・旬、吋
N
)
、

シ
ナ
の
勅
使
等
近
く
に
到
着
せ
る
に
よ
り
〔
チ
ョ
エ
ラ
は
〕
コ
ン

ボ
同
o
p
日

uo
に
行
か
れ
た
り
。
前
の
天
子
の
冥
一
踊
を
祈
る
法
曾
を

願
い
、
今
上
の
即
位
せ
ら
れ
た
る
士
ロ
鮮
を
願
い
て
、
天
子
の
使
者

。臼2
1
m
H
U同
大
圏
師
タ
シ

l
サ
ン
ボ
リ
ン
チ
ェ
ン
、
濯
頂
園
師
ロ

ト
ェ
サ
ン
ボ

巴
o
m叫
『

g
Z邑
旬
。
等
到
着
せ
り
。
天
子
の
勅
奉

- 55ー

ら
れ
、

シ
ナ
茶
百
五
十
〔
斤
?
〕
、
繰
段
表
裏
百
、
栴
檀
の
木
三
十

〔
献
げ
ら
れ
た

数
本
、
大
な
る
銀
の
飾
二
個
等
器
具
遼
際
な
く

り。
〕
帝
母
は
金
の
柱
幡
六
枚
及
び
数
多
く
の
特
製
の
悌
具
の
覆
、

ヤ
ン
法
王
ペ
包
口
V

S

H
守
、
セ
ラ

ド
ン
法
王
ロ
oロロ
F
O
印同守、

法
王

ω巾
E
n
r
g
H
Y
等
宮
廷
の
法
王
等
と
太
監
ワ
ン
吋
宮
古

再
三
ロ
巧
包
等
宮
廷
の
大
人
は
皆
各
々
贈
物
を
透
際
な
く
朕
げ

た
り
。

と
あ
る
が
、

タ
シ

l
Aリ
ン
ポ
リ
ン
チ
ェ
ン
は
先
に
二
十
一
年
に
カ
ル

マ
パ
の
使
者
と
し
て
明
廷
に
遭
わ
さ
れ
た
人
物
と
同
一
人
か
も
知
れ

}ま

:
、
。

宇
'
吋
、

ν

ケ

l
ぺ
l
ガ
ト
Y
に
は
こ
の
記
事
に
つ
い
て
の
紀
年
が
な
く
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中
国
側
に
も
封
照
す
る
記
事
が
な
い
が
、

弘
治
の
初
よ
り
八
年
ま
で

の
聞
の
と
と
で
あ
る
ζ

と
は
ま
も
が
い
な
い
。

績
い
て
ケ

l
ぺ
l
ガ
ト
ン

に
は
(
旬、円・同
yω
吋

ω〉、

宮
廷
に
お
い
て
は
天
子
即
位
せ
ら
れ
た
れ
ば
、
治
政
と
長
脊
を
讃

嘆
す
る
僻
を
述
べ
、
シ
ナ
園
の
寺
院
霊
谷
寺
ピ
ロ
空
白
去
白
骨
、

大
都
の
寺
院

H
，s
z
w
R
丘
町
、
文
殊
の
聖
地
五
基
山
、
臨
挑

の
寺
院
で

p
w
g
w
R
白
骨
等
に
敬
植
す
る
必
要
と
帝
国
に
十

徳
の
法
を
弘
む
る
必
要
等
を
〔
チ
ョ
エ
ラ
は
〕
庚
く
仰
せ
出
さ
れ

て
、
使
者
の
お
H
1
m
官
等
を
再
び
朝
廷
に
遣
さ
れ
た
り
。

し
か
し
弘
治
時
代
の
入

と
す
る
が
、
こ
れ
も
年
時
は
明
か
で
な
い
。

朝
は
八
年
と
十
三
年
の
雨
回
あ
り
、

そ
の
何
れ
に
係
け
る
べ
き
か
の

問
題
が
起
る
が

ケ
l
ベ
l
ガ
ト
ン
の
前
後
の
記
事
か
ら
し
て
八
年

と
決
定
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ケ
l
ベ
l
ガ
ト
ン
の
こ
の
記
事
の
前

前
が
鳥
の
年
で
あ
り
、

る
。
鳥
の
年
は
そ
の
前
か
ら
年
代
を
計
算
し
て
き
て
丁
酉
の
年
(
一

四
七
七
、
成
化
十
三
年
)
で
あ
る
が
、
龍
の
年
は
そ
の
次
の
甲
辰
の

年
(
一
四
八
四
、
成
化
二
十
年
)
で
は
な
く
て
、
そ
れ
よ
り

一
廻
り

後
の
年
次
の
記
載
は
、

後
が
龍
の
年
で
あ

後
の
丙
辰
の
年
(
一
四
九
六
、
弘
治
九
年
〉
と
す
べ
き
で
あ
る
。
血
同

に
孝
宗
の
即
位
に
闘
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
弘
治
元
年
(
一
四
八

八
〉
以
後
の
龍
の
年
と
考
え
る
べ
き
は
嘗
然
で
あ
る
が
、

ケ

.r-.， 

ガ
ト
ン
の
引
績
い
て
の
記
載
を
見
て
も
と
の
と
と
は
謹
明
で
き
る
。

卸
ち
龍
の
年
に
績
く
年
次
は
猿
の
年
(
司、
H

J

-

Y

勾
ゆ
)、

(司、吋・回以

-go〉
、
犬
の
年
(
司
、

H，・
U-gH〉、

鳥
の
年
、

豚
の
年
(
句
、
H
J
H
M
-

gN)
で
あ
る
が

ζ

の
豚
の
年
の
僚
に
(
旬
、
吋
・
同u-m
∞ω)、

〔
チ
ョ
エ
ラ
は
〕
ネ
ド
ン
塞
に
請
導
せ
ら
れ
、
ラ
l
シ
グ
氏
の
ガ

FF白

mN釘印

Z
白関門同ゲ白砂

σ片
岡
白
色
白

m
z
m印

ワ
ン
タ
シ
ラ
グ
パ

H
V

白
御
年
十
六
歳
な
る
に
曾
い
た
ま
え
り
。

と
あ
る
。

ガ
ワ
ソ
タ
シ
ラ
グ
パ
は
明
か
に
パ
グ
モ
ド
ゥ
王
朝
の
第
一

n
h
u
 

F
h
u
 

代
ミ
ジ
ェ
冨
F
4刊
と
帯
さ
れ
る
人
物
で

マ
ル
ボ
史
に
よ
れ
ば
猿

の
年
(
戊
申
、

一
四
八
八
)
に
生
れ
て
い
る
か
ら
(
り
冨
ω
-
M
Y

己
巴
、

そ
の
十
六
歳
の
年
は
確
に
豚
の
年
(
美
亥
、
一
五

O
三
)
で
あ
る
。

従
っ
て
ζ

の
豚
の
年
美
亥
か
ら
犬
、
鳥
と
逆
算
し
て
ゆ
け
ば
龍
の
年

は
丙
辰
(
一
四
九
六
)
と
な
り
、
弘
治
九
年
に
嘗
る
と
と
は
確
買
で

あ
る
。

ケ
l
ベ

1
ガ
ト
ン
に
記
す
即
位
祝
賀
の
入
朝
は
首
然
弘
治
八

年
に
行
わ
れ
た
も
の
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
即
ち
貫
録
弘
治
八
年

(
一
四
九
五
)
十
二
月
甲
成
の
傑
に
(
史
料
三
一
七
頁
)
、

烏
思
戴
大
賀
法
王
蔦
哩
廊
巴
、
遣
国
師
割
失
裁
ト
領
占
等
来
貢

ι

と
あ
る
の
は
、
確
買
に
右
の
記
事
に
相
醸
ず
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ



ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

以
上
長
々
と
カ
ル
マ
パ
と
明
廷
と
の
使
者
の
交
換
を
述
べ
た
が
、

そ
れ
は
外
で
も
な
い
。
明
停
に
は
前
に
も
屡
々
燭
れ
た
ど
と
く
、

自
是
迄
正
統
末
、
入
貢
者
入
、
己
法
王
卒
、
久
不
奉
貢
、
弘
治
八

年
、
王
葛
哩
腕
巴
始
遺
使
来
貢
。

と
い
っ
て
、
弘
治
八
年
に
な
っ
て
再
び
カ
ル
マ
パ
の
明
廷
へ
の
遺
使

が
行
わ
れ
た
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
右
の
雨
園
の
文
献
に
よ

る
限
り
、
南
者
の
聞
に
は
紹
え
ず
使
者
が
往
来
し
た
の
で
あ
り
、
弘

治
八
年
ま
で
そ
の
闘
係
が
ブ
ラ
ン
ク
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。

ト
ソ

ワ
の
時
代
は
勿
論
で
あ
る
が

チ
ョ
エ
ラ
の
時
代
に
も
親
密
な
闘
係

は
常
に
保
た
れ
、
使
者
の
交
換
は
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
更
に

貫
録
に
よ
っ
て
付
加
え
る
と
、
弘
治
十
三
年
(
一
五

O
O
)
三
月
庚

申
に
や
は
り
大
乗
法
王
が
鎖
南
堅
参

2
0
ロ
Q
B
Z
-
8
2ぜ
百
八

切
印
O
門
田
ロ
曲
目
白
円
m
u
-
-
E
Z
Eロ
を
遺
使
来
朝
せ
し
め
て
い
る
(
史
料

三
二
三
頁
)
。

「
一
歳
南
貢
」

で
あ
っ
た
た
め
、

と
の
と
き
貢
は
減

節
さ
れ
た
と
い
う
が
、

し
か
し
一
月
か
ら
三
月
ま
で
の
聞
に
カ
ル
マ

パ
の
使
節
が
他
に
来
朝
し
た
こ
と
は
、
貫
録
に
は
何
等
見
る
ζ

と
は

で
き
な
い
。
明
俸
は
十
二
年
に
カ
ル
マ
パ
が
雨
貢
し
た
ζ

と
を
い
っ
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て
い
る
が
、
恐
ら
く
貫
録
の
十
三
年
の
方
が
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
。

チ
ョ
エ
ラ
の
封
外
交
渉
は
イ

γ
ド、

モ
ン
ゴ
ル
に
も
伸
び
て
い

る
。
リ
チ
ャ
l
ド
ス
ン
氏
に
よ
れ
ば

チ
ョ
エ
ラ
は
プ
ダ
ガ
ヤ
の
大

パ
ン
デ
ィ
タ
と
通
信
し
、
そ
の
招
待
を
受
け
、
現
に
そ
の
サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
で
書
か
れ
た
手
紙
は
ツ
ル
プ
ゥ
の
付
記
の
原
本
に
再
録
さ
れ

て
い
る
と
い
う
(
同

ω・
円
切
・

5
3。
又
同
氏
に
よ
れ
ば

モ
ン
ゴ

ル
の
マ
ン
ダ
グ
ル
カ
1
ン
富
田
口
仏
印

E
-
oミ
同
ロ
か
ら
一
四
六
五
年

の
頃
に
贈
物
を
受
け
た
と
と
が

と
い
う
公
宮
内
凶
・
〉
。

カ
ル
マ
パ
の
停
記
に
出
て
い
る

マ
ン
ダ
グ
ル
カ
l
ン
は
阿
寮
肇
赤

〉

Y
-
S
5

の
末
子
で
、
蒙
古
源
流
で
は
丙
午
の
年
(
一
四
二
六
〉
に
生
れ
、
突

未
の
年
(
一
四
六
三
〉
か
ら
丁
亥
(
一
四
六
七
)
ま
で
在
位
、
年
四

十
二
歳
で
捜
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
吻
和
田
氏
に
よ
れ
ば
そ
れ
は

疑
わ
し
く
、
カ
l
ン
の
貫
際
の
在
位
は
一
四
七
五
年
頃
よ
り
一
四

@
 

七
九
年
頃
ま
で
で
あ
る
と
い
う
か
ら
、
そ
れ
は
矛
盾
な
く
チ
ョ
エ
ラ

- 57ー

の
在
世
中
に
嘗
る
。
し
か
し
ζ

の
カ
l
ン
の
遺
使
の
こ
と
を
謹
明
す

る
材
料
は
他
に
何
も
存
在
し
な
い
。
し
か
し
時
は
丁
度
龍
組
の
復
興

期
に
嘗
る
の
で
、
と
の
よ
う
な
ζ

と
は
あ
り
得
る
こ
と
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
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一
五

O
六
年
(
正
徳
元
年
〉
に
チ
ョ
エ
ラ
は
世
を
去
り

そ
の
後

は
ミ

キ
ヨ
エ
ド

ル
ジ

ェ
冨
片

的r
u
-
a
L
O
同す

が
嗣
い
で
第
八
代
の

カ
ル
マ
パ
と
な
っ
た
。
こ
の
交
代
に

つ
い

て
は
漢
文
献
は
何
等
停
え

る
と
こ
ろ
が
な
い
。
唯
貫
録
正
徳
元
年
(
一
五

O
六
〉
十
一
月
戊
成

の
僚
に
(
史
料
三
三
三
頁
)
、

〆

烏
思
職
大
賀
法
王
遺
信
徒
畜
士
口
帆
戴
卜
等
貢
種
種
方
物
来
朝
、
賜

宴
賞
衣
服
緑
段
等
物
、
日
令
賓
勅
弁
繰
段
表
裏
等
物
、
回
賜
大
賢

法
王
及
留
透
諸
倍
。

と
あ
り

一
方
ケ

l
べ
l

ガ
ト
ン

で
は
チ
ョ

エ
ラ

は
虎
の
年
(
丙

寅

一
五

O
六
)

一
月
十
二
日
に
死
去
し
た
と
い
う
か
ら
(
旬、吋・司・

或
は
畜
吉
帆
臓
卜

a
w
g
-
3
2
8
芝
〈
の
}
H
E
w
-

印∞∞)、

島
問
】
向
】

σ
S
D
M
M
O

は
そ
の
通
知
を
粂
ね
て
年
内
に
朝
廷
に
到
着
し
た

の
か
も
知
れ
な
い
。

と
ζ

ろ
で
ミ

キ
ヨ
エ

は
カ
ル
マ
パ
で
は
デ
シ
ン
に
次
い
で
傑
出
し

た
ラ
マ
と
い
わ
れ

ケ
l
ベ
l
ガ
ト
ン
も
彼
の
事
蹟
は
歴
代
カ
ル
マ

ハ
の
う
ち
で
最
も
紙
数
を
費
し
て
い
る
程
で
あ
る
。
明
停
に
は
「
能

知
三
世
者
」
で
園
人
は
ζ

れ
を
「
活
悌
」
と
稿
し
た
と
い
う
こ
と
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
デ
シ
ン
に
次
ぐ
名
前
官
は
中
固
に
も
既
に
停

わ
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

一
方
中
国
で
は
エ
キ
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
で

有
名
な
武
宗
が
一
五

O
六
年
以
来
帝
位
に
在
り

ミ
キ
ヨ

エ
を
宮
廷

に
招
か
ん
と
し
て
、
富
官
劉
允
を
闘
長
と
す
る
一
大
武
装
使
節
回
を

チ
ベ
ァ
ト
に
波
遺
し
た
。
そ
の
結
果
は
悲
惨
な
結
末
に
移
っ
た
が
、

そ
れ
に
至
る
ま
で
の
経
緯
は
一
躍
別
稿
で
述
べ
た
の
で
こ
こ
で
は
省

@
 

く
。
唯
別
稿
で
は
使
節
国
が
チ
ベ
ッ
ト
に
入
っ
て
か
ら
の
貰
情
が
漢

文
史
料
の
み
に
よ
っ
て
い
た
の
で
充
分
明
か
に
す
る
ζ

と
が
で
き
な

か
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
ケ

!
ベ

I
ガ
ト

γ
を
利
用
し
て
若
干
補
足
的

な
説
明
を
行
い
た
い
。

ケ
l
ベ
l
ガ
ト
ン
に
は
(
旬
、
円
匂
・
。
叶
∞
〉、

@
 

天
子
の
命
に
よ
り
ド
ゥ
ン
太
監
ロ
邑

-
F各
二
4
3

大
臣
の
下
の
他
の
大
臣
等
の
う
ち
の
最
高
の
も
の
、

と
い
え
る
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太
監
劉
允

叶
「
白

}
t
r
u足
首

と
い
う
も
の
に
小
太
監
四
八
、
そ

円
、
ル
守
口
可
ロ
ロ

の
各
々
の
下
に
軍
司
令
官
十
人
ず
つ
、
そ
の
各
々
に
兵
士
二
、
三

千
人
ず
つ
、
供
奉
長
と
し
て
官
位
あ
る
ラ
マ
四
人
、
そ
の
各
々
に

下
僕
百
人
、
信
百
人
:
:
:

と
述
べ
、
績
い
て
献
上
品
の
数
々
、
劉
太
監
の
近
く
に
随
従
す
る
人

人、

五
十
人
の
少
年
舞
踊
圏
、
は
て
は
便
乗
の
商
人
の
群
ま
で
を
詳

し
く
述
べ
て
い
る
。
劉
允
の
使
節
圏
が
莫
大
な
贈
物
を
持
ち
、
多
く

の
人
々
を
努
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ζ

と
は
中
園
文
献
に
も
明
か
で
あ



る
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チ
ベ
ッ
ト
文
献
で
は
そ
れ
は
更
に
詳
細
を
極
め
て
お
り
、
金

総
銀
総
の
繍
左
ま
と
っ
た
人
々
の
大
集
圏
が
恰
も
絢
欄
た
る
絵
巻
物

の
ご
と
く
チ
ベ
ッ
ト
内
地
を
目
指
し
て
進
ん
だ
有
様
が
描
骨
持
さ
れ
て

い
る
。使

節
圏
の
進
度
は
そ
の
圏
か
ら
涯
遣
さ
れ
る
使
者
に
よ
っ
て
常
に

ヶ
l
ぺ
I
ガ
ト
シ
の
鼠
の
年
(
一

カ
ル
マ
パ
に
知
ら
さ
れ
て
い
た
。

五
一
六
)
の
保
に
は

(
M
M
叶・

MM
・
司
H
〉、

ジ
ガ
ラ
l
モ
ダ
ル
ト
l
出
仏
回
目
ぬ
胆

F
由
自
O

仏
身
寄
om
に
〔
カ

ル
マ
パ
〕
住
せ
ら
れ
し
と
き
、
臓
部
洲
の
主
、
正
徳
帝
円
U
D
芯

認
可
と
ち
は
、
法
王
デ
シ

γ
シ
ェ
グ
パ
を
大
明
皇
帝
叶
品
目

S
E
H
m
u可
包
旬
。
〈
瑛
租
〉
が
勅
し
て
招
請
し
た
る
が
ご
と
く
、
尊
者

ミ
キ
ヨ
エ
ド
ル
ジ
ェ
を
宮
廷
に
招
請
す
る
詔
を
迭
り
て
、

チ
ベ
ッ
ト
の
使
者
ド
ム
ツ
ァ
梯
子
ロ
o自

S
E
E
三
と
宮
廷
の

シ
ナ
・

大
人
太
監
劉
允
ピ
ザ
ロ
可
ロ
ロ
の
集
圏
を
使
せ
し
め
た
り
。
宮
廷
を

出
で
て
よ
り
十
日
経
ち
、
都
綱
ド
ル
ジ
ェ
サ

γ
ボ
ロ
ロ

m
g
H
N仏O

H
』

m
Z色
句
。
等
の
使
者
た
ち
の
御
許
に
遣
わ
さ
れ
た
る
が
到
着

し
、
間
も
な
く
侍
従
の
ラ
グ
ロ
冨
唱

g
m
m
2
の
g
m白
〈
宮
)

E
o
ハ
唱
。
田
〉
等
も
と
も
に
遭
わ
さ
れ
た
り
。
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と
あ
る
が

一
五
一
六
年
は
正
徳
十
一
年
で
、
そ
の
年
の
九
月
十
五

@
 

日
以
後
に
劉
允
は
京
師
を
出
費
し
て
い
る
か
ら
、
そ
の
先
遣
の
使
者

等
は
早
く
も
年
内
に
ミ
キ
ヨ
エ
の
も
と
に
到
達
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
つ
い
で
(
句
、
H
J
M
U
-
G斗

ω〉、

〔
ミ
キ
ヨ
エ
は
〕
リ
タ
ン
戸
山
H
V
胆片岡

に
到
り
た
ま
い
:
:
:
ド
ム

ツ
ァ
悌
子
到
着
し
、
天
子
の
詔
と
贈
物
を
献
げ
た
り
。

と
あ
る
ご
と
く
、
劉
允
と
、
と
も
に
あ
っ
た
ド
ム
ツ
ァ
悌
子
が
一
足
先

に
至
っ
て
い
る
が
、
そ
の
時
期
は
明
か
で
な
い
。

劉
允
一
行
が
ミ
キ
ヨ
エ
に
面
曾
し
た
と
き
の
有
様
は
次
の
ご
と
く

で
あ
る
(
司
、
吋
・
同
u

・勾
mw
〉。

- 59ー

官
人
等
は
亦
請
願
の
書
信
を
次
々
に
献
げ
た
る
が
、

入
朝
に
つ
い

て
の
承
諾
は
輿
え
ら
れ
ず
。

「
何
を
好
ん
で
か
く
も
チ
ベ
ッ
ト
に

執
着
す
る
や
」
等
尋
ね
、

チ
ャ
ソ
ゾ
ェ
パ
H
M
V
U
諸
問
百
円
凶
白
O
一円
同

HM
担、

ペ
ン
ボ
の
タ
シ
l
サ

γ
口
問
。
ロ
唱
。
∞

w
g
色白

r
s
p
は
歌
心
を

「
朝
に
至
ら
ば

得
る
必
要
あ
り
と
見
、
物
を
以
て
誘
わ
ん
と
し
、

国
公
の
忌
一
間
関
口
ひ

の
官
職
援
け
ら
る
ベ
し
」

と
い
い
、

「
如
何

に
L
て
も
入
朝
す
る
ζ

と
な
く
ん
ば
、
献
上
の
品
物
は
擁
保
と
し

て
取
り
、
麿
諾
の
あ
る
ま
で
獄
げ
ざ
る
べ
し
」
と
の
書
信
を
遺
り

た
り
。
最
初
に
大
官
巴
S
M
U
o
n
r
g
M
V
O
(
H
劉
允
)
謁
見
し
、

彼
の
ハ
タ
ッ
ク
の
み
数
多
く
搬
げ
、
後
の
日
に
天
子
の
詔
、
献
上
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〔
ミ
キ
ヨ
エ

は
〕
天
子
の
詔
を
、
従
前
の

の
書
信
等
般
げ
た
り
。

詔
と
同
じ
く
起
立
し
て
迎
え
受
取
り
ぬ
。
そ
れ
よ
り
日
々
官
人
各

各
の
献
上
口
問
、
皇
后
と
皇
子
、
他
の
皇
子
、
供
奉

切

v
g
n
r
a

の
各
々
の
請
願
の
書
信
、
献
上
物
順
次
に
奉
り
た
る
が
、
そ
れ
ら

は
現
在
大
陳
列
所
に
あ
る
銀
の
燭
蓋

銀
の
甲
胃
多
数
、
銀
の
香

盆
、
蓮
華
型
茶
托
、
金
銀
の
マ
ン
ダ
ラ
紘
一
寸
大
凡
こ
れ
ら
な
り
。

莫
大
な
貢
献
に
も
拘
わ
ら
ず
既
に
乙
の
と
き
、

意
志
の
な
い
こ
と
を
表
示
し
た
。
ヶ
l
ベ
1
ガ
ト

γ
は
い
う
(
旬
、
同
・

ミ
キ

ヨエ

は
入
朝
の

同

)
・

0
U
可。
)。

そ
の
と
き
最
初
の
調
見
あ
り
て
間
も
な
く
、
天
に
日
と
月
の
出
曾

あ
り
、

日
月

一
鰻
と
な
り
て
地
に
墜
ち
た
る
に
よ
り
、
入
朝
の
縁

起
は
整
わ
ず
と
仰
せ
ら
れ
た
り。

観
世
音
も
亦
「
天
子
の
御
需
は

調
伏
さ
れ
終
り
た
る
に
よ
り
、
行
く
な
か
れ
」
と
語
ら
れ
た
る
を

〔
ミ
キ
ヨ
エ
は
〕
観
じ
、
行
く
ζ

と
を
仰
せ
出
さ
れ
ず
。

即
ち
天
瞳
現
象
と
翻
世
立国の
指
示
に
よ
り

、
キ
ヨ
エ
は
武
宗
が
死

去
し
た
の
を
知
っ
て
入
朝
を
拒
紹
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
話

は
些
か
奇
蹟
め
い
て
我
々
を
納
得
せ
し
め
る
に
足
り
な
い
が
、
そ
れ

は
そ
れ
と
し
て
ミ
キ
ヨ
エ

の
方
で
は
劉
允
の

一
行
が
拒
紹
さ
れ
た
場

合
に
如
何
な
る
態
度
に
出
る
か
は
充
分
分
っ
て
い
た
ら
し
い
@
ケ

ベ
l
ガ
ト
ソ
は
劉
允
に
つ
い
て
衣
の
ご
と
く
い
う
(
旬
、
吋
・
匂
・

2
3。

一
般
に
太
監
と
い
う
は
、

シ
ナ
の
后
妃
を
守
る
た
め
、
自
辛
丸
を
劉

出
し
た
る
多
く
の
男
性
の
う
ち
完
全
に
治
癒
し
た
る
も
の
等
を
后

妃
の
召
使
と
な
せ
る
官
官
の
名
碍
な
る
が
、
招
請
の
た
め
の
こ
の

官
人
は
ボ
ン
教

(
H道
数
〉
の
官
人
に
し
て
悌
教
を
信
ぜ
ざ
る
も

の
な
り
し
か
ば

入
朝
を
聴
か
ざ
る
と
き
は
武
力
を
以
て
招
請
せ

ん
と
考
え
た
り
。

従
っ
て
ミ
キ
ヨ
エ
の
方
と
し
て
は
と
の
際
何
等
か
の
口
買
を
設
け
て

使
節
圏
一
行
の
面
子
を
潰
さ
ず
に
踊
っ
て
も
ら
う
と
と
を
考
え
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
(
旬
、
吋
・
匂
・
笥

S
。

ギ
ャ
ト

γ
パ

ス
ル
マ
シ
ワ

N
ロ
H
-
B
R
p
r由、

H
N∞
可
恒
国
仲

O
ロ
匂
担
、

リ
ン
ド
ウ
シ
の
ご
ひ
仏
ロ
丘
、
チ
ャ
グ
モ
園
師

F
g
m∞
g
o
m
o官

明
同
同

ダ
ン
マ
の
チ
ム
ベ

γ
出
仏
印
ヨ
自
由
開
『
ユ
ヨ
凹
仏
句
。
ロ
等
は

相
計
り「

只
今
は
入
朝
を
考
え
ざ
れ
ば
、
些
か
後
の
年
に
入
朝
せ
ん
」

と
い
い
て
、
献
上
の
品
、
贈
物
は
受
取
り
、
土
産
物
等
贈
り
、
天
子

に
は
書
信
を
呈
し
、
「
官
人
の
小
太
監

吋

Zず

nrg
二
人
は
後

日
の
請
導
の
た
め
留
め
置
き
、
他
の
も
の
は
蹄
還
せ
し
め
ば
、
彼

等

(
H使
節
圏
)
に
も
〔
天
子
の
〕
慮
罰
は
あ
ら
ざ
る
べ
し
。
ラ



マ
、
施
主
す
べ
て
に
も
こ
の
と
と
よ
か
ら
む
」
と
協
議
せ
り
。
寧

者

(
Hミ
キ
ヨ
エ
)
は

「
現
在
我
は
行
く
べ
き
縁
起
整
わ
ず
、
汝
等
に
も
魔
罰
は
あ
る

ま
じ
」

と
仰
せ
出
さ
れ
た
り
。

郎
ち
「
数
年
後
に
入
朝
」
と
い
う
言
葉
で
、
極
め
て
感
般
に
招
請
を

辞
退
す
る
こ
と
に
し
た
が
、
さ
す
が
に
使
節
圏
は
簡
単
に
は
承
知
し

な
か
っ
た
〈
旬
、
叶
・
M
M
-
g
o
)
。

官
人
は
〔
ζ
れ
に
よ
り
て
〕
優
れ
た
る
名
聾
を
得
る
ζ
と
を
確
信

し
、
直
に
請
導
し
た
る
賞
賜
を
得
ん
と
思
い
お
り
、
功
徳
の
カ
小

〔
申
出
を
〕
聴
か
ず
、
甚
だ
怒
り
、
慶
大
な
る
献

上
物
は
持
ち
去
り
、
チ
ベ

γ
ト
圏
全
瞳
を
兵
を
以
て
奪
取
せ
ん
と

い
い
て
二
三
騨
の
地
に
退
け
り
。

さ
き
に
よ
り
、

チ
ャ

γ
ゾ
ェ
パ
も
そ
の
近
く
に

行
か
ん
と
い
い
て
出
費
し
去
れ
り
。
園
師
等
も
我
等
は
シ
ナ
に
従

う
を
望
ま
ず
と
い
い
て
、
ヤ
ツ
ェ
ペ
白
神
的
伊
包
に
出
費
し
行
き
た

〔
抵
に
〕
官
人
と
チ
ヤ
ジ
ゾ
ェ
パ
と
は
協
議
し
、
導
者
を
強

り
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制
し
て
請
導
せ
ん
と
せ
し
が
、
園
師
等
は
秘
か
な
る
方
法
も
て

〔
ミ
キ
ヨ
エ
を
〕
遠
く
へ
導
引
し
、
天
子
の
献
上
物
は
御
手
に
入

ら
ざ
り
き
。
官
人
は
下
り
行
く
途
中
に
お
い
て
品
物
す
べ
て
を
何

者
か
に
奪
わ
れ
、
軍
士
、

ウ
ラ
}
百
円
高
も
す
べ
て
逃
散
せ
り
。

結
局
ミ
キ
ヨ
エ
は
安
全
地
帯
に
逃
れ
、
献
上
の
品
物
は
皆
可
何
物
か

に
よ
っ
で
」
掠
奪
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
漢
文
献
で
は
劉
允

等
が
無
理
に
活
伸
を
引
出
さ
ん
と
し
、
土
人
が
怒
っ
て
使
節
圏
を
夜

襲
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
右
の
チ
ベ
ッ
ト
文
は
そ
の
こ
と
を

明
か
に
裏
書
し
て
い
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。

四

チ
ベ
ッ
ト
史
料
に
記
さ
れ
た
劉
允
入
戴
後
の
経
過
は
以
上
の
ご
と

-61ー

く
で
あ
る
が
、
残
る
一
二
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

第
一
に
ζ

の
劉
允
と
ミ
キ
ヨ
エ
と
の
曾
見
が
何
時
行
わ
れ
た
か
と

い
う
と
と
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
チ
ベ
ッ
ト
文
献
に
は
何
等

記
す
と
こ
ろ
が
な
い
。

し
か
し
最
初
の
曾
見
の
直
後
に
武
宗
が
死
ん

だ
と
と
を
記
す
の
を
見
る
と
、

と
の
曾
見
は
や
は
り
正
徳
十
五
年

三
五
二

O
)
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
尤
も
十
一
年
に
出
費
し

た
一
行
が
四
年
後
に
漸
く
ミ
キ
ヨ
エ
と
曾
見
し
た
の
で
は
そ
の
間
頗

る
時
聞
が
か
か
り
す
ぎ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
前
に

も
述
べ
た
よ
う
に
ζ

の
使
節
圏
が
非
常
に
大
が
か
り
な
も
の
で
あ
っ

た
と
す
れ
ば
、
そ
の
行
動
は
決
し
て
敏
速
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
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な
い
。

況
し
て
や
ミ
キ
ヨ
エ
は
紹
え
ず
カ
ム
及
び
ウ
イ
の
地
方
を
遊

行
し
て
お
り
、
聯
絡
を
と
る
の
に
頗
る
手
間
ど
っ
た
こ
と
は
想
像
で

き
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
何
故
ミ
キ
ヨ
エ
は
入
朝
を
か
く
も
頑
強
に
拒
否
し
た
の
か

で
あ
る
。
勿
論
前
述
の
引
用
文
で
は
武
宗
が
死
去
し
た
こ
と
が
一
の

理
由
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
劉
允
と
曾
っ
た
の
は
そ
の
前
で
あ

り
、
既
に
曾
う
前
か
ら
意
志
表
示
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
他
に

何
等
か
の
理
由
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ケ

1
ぺ
l
ガ
ト
ン

に
は
使

節
闘
の
先
遣
の
使
者
が
一
五
一
六
年
(
正
徳
十
一
年
〉
に
到
着
し
た
後

の
ζ

と
と
し
て
次
の
ご
と
き
事
貫
を
停
え
て
い
る
(
句、
H
J
H
Y

ミ
N
〉。

再
び
カ
ル
マ
パ
に
至
り
た
ま
い

尊
者
ド
ゥ
エ
キ
ェ
ン

ロロ印

ヨ
}
内
}
同
可
角
川
口

の
像
の
下
に
坐
し
た
る
と
き

尊
者
ド
ゥ
エ
キ
ェ
ン

が
、「
ζ

の
度
は
シ

ナ
に
行
く
べ
か
ら
ず
」

と
仰
せ
ら
れ
た
る
を

観
ぜ
ら
れ
た
り
。

ド
ゥ
エ
キ
ェ
ン

は
ド
ゥ
エ
ス
ム
キ
ェ
ン
パ

ロ
ロ
切
関
白
ロ
5
5
r
r
V1mwロ

同)白

で
あ
り

カ
ル
マ
パ

の
開
租
そ
の
人
を
指
し
て

い
る
。
ζ

れ
に

よ
れ
ば
ミ
キ
ヨ
エ
は
開
租
の
麿
示
に
よ
り
中
闘
行
拒
否
を
早
く
か
ら

し
か
し
開
祖
の
啓
示
に
よ
る
と

決
心
し
て

い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

い
う
こ
と
は
個
人
の
神
秘
的
経
験
の
問
題
で
あ
り
、
客
観
的
に
は
納

得
で
き
る
理
由
に
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
ヶ

l
ベ
1
ガ
ト
ン
に
は
こ

れ
に
関
聯
し
て
も
う
一
個
所
極
め
て
興
味
あ
る
記
述
が
あ
る
の
で
あ

る

(
】U
叶
・
ち
-

A

山
吋
叶
)
。

尊
者
チ
ョ
エ
ラ
ギ
ャ
ム
ツ
ォ
の

「我
の
後
の
轄
生
に
お

い
て

カ
ル
マ
パ
一
振
な
れ
ば
教
法
の
大
義
は
成
就
せ
ざ
る
を
以
て

カ

ル
マ
パ
は
二
波
と
な
る
べ
し
」
と
仰
せ
ら
れ
た
る
ご
と
く
、
天
子

正
徳
皇
帝
は
御
身
の
現
前
が
同
時
で
あ
り
、
即
ち
等
者
第
八
代
の

誕
生
と
天
子
の
獅
子
墜
に
却
き
た
る
と
は
時
を
同
じ
く
す
。
こ
の

天
子
は
よ
っ
て
黒
帽
を
被
り

「
我
は
カ
ル
マ
パ

〔
活
悌
〕
な

- 62一

り
」
と
語
ら
れ
た
り
。

チ
ョ
エ
ラ
が
、
カ
ル
マ
パ
は
二
波
に
な
る
と
い

っ
た
の
は
、
カ
ル
マ

パ
が
黒
帽
一
服

ω
「
司
同
ロ
昌
一
宮
と
赤
帽
涯

ωrd〈
印

仏

5
2
H
)白
と
に

分
れ
る
こ
と
を
懸
-
記
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
丁
度
チ
ョ
エ
ラ
が
死
し

て
ミ
キ
ヨ
エ
に
代
る
と
き
が
武
宗
の
即
位
の
年
に
嘗
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。
武
宗
が
自
ら
カ
ル
マ
パ
な
り
と
帯
し
た
と
い
う
ζ

と
は
漢
文

献
の
う
ち
に
は
全
く
記
さ
れ
て
お
ら
ず
疑
わ
し
い
と
も
思
わ
れ
る

カ2

し
か
し
彼
が
自
ら
大
慶
法
王
リ
ン
チ
ェ
ン
ベ
ン
デ
ン

mz

ロ
7
2
円
山
切
と

E
S
と
挽
し
、

ラ
マ
服
を
着
し
、
チ
ベ
ッ
ト
語
を
操

⑫
 

っ
て
い
た
こ
と
は
有
名
な
事
買
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
本
人
が
天
子



と
し
て
で
な
く

「
法
王
」
と
し
て
彼
を
招
請
し
た
の
で
あ
る
。
何

人
か
が
武
宗
に
カ
ル
マ
パ
の
輔
生
者
た
る
乙
と
を
吹
き
込
ん
だ
た
め

に
、
彼
は
そ
れ
を
信
じ
て
ラ
マ
借
を
気
取
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ

或
は
ラ
マ
教
を
愛
好
す
る
故
に
そ
の
よ
う
な
と
と
を
な

し
、
カ
ル
マ
パ
の
轄
生
者
と
し
て
の
噂
を
生
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
、

そ
の
と
こ
ろ
は
一
向
明
か
で
な
い
。
し
か
し
恐
ら
く
カ
ル
マ
パ
の
轄

生
者
と
し
て
の
噂
は
首
時
チ
ベ
ッ
ト
人
の
聞
で
は
か
な
り
蹟
ま
っ
て

ろ
う
か

し
か
も
そ
れ
が
黒
帽
を
着
し
て
い
た
と
す
れ
ば

こ
れ
は
黒
帽
、
振
で
あ
り
、
ミ
キ
ヨ
エ
と
の
聞
に
ど
ち
ら
が
正
統
涯
で

あ
る
か
と
い
う
疑
惑
は
何
等
か
の
形
で
起
る
筈
で
あ
る
。
ミ
キ
ヨ
エ

は
そ
の
紛
争
を
恐
れ
て
入
朝
を
拒
否
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
晒
守

い
た
の
で
あ
ろ
う
。

に
よ
っ
て
入
京
を
拒
否
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
貫
際
に
は
拒
否
の
理

由
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
数
年
後
に
入
朝
す
る
と
い
う
形
で
辞

退
し
た
の
は
苦
し
い
言
罪
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
し
て
も

ζ

の
よ
う
な
事
情
の
故
に
入
朝
し
な
い
と
い
う
の
も
些
か
常
識
を
外

し
か
し
相
手
は
超

れ
た
決
定
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。

常
識
の
武
宗
で
あ
る
。
ミ
キ
ヨ
エ
の
拒
否
は
非
常
識
な
よ
う
で
結
局

常
識
的
な
保
身
の
術
で
あ
っ
た
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
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第
八
代
カ
ル
マ
パ
は
常
に
遍
歴
し
て
チ
ベ
ッ
ト
人
の
教
化
を
行

し、

一
方
そ
の
分
源
赤
帽
、
抵

ωrd『
同
合
同
月
宮
・
の
活
梯
の
座
を
創

設
し
て
数
勢
を
損
張
す
る
等
多
大
の
功
績
を
残
し
て
一
五
五
四
年
に

世
を
去
っ
た
。五

第
二
は
大
乗
法
王
で
あ
る
。
明
俸
は
こ
の
節
の
胃
頭
に

大
乗
法
王
者
、
烏
思
臓
借
昆
津
思
巴
也
。

と
書
し
て
い
る
が
、

そ
の
系
統
、
所
在
地
に
つ
い
て
は
何
等
述
べ
る

と
こ
ろ
が
な
い
。

料
三
四
七
頁
〉
、

し
か
し
貫
録
正
徳
九
年
正
月
己
丑
の
傑
に
は
(
史

-63-

烏
思
臓
薩
樺
迦
巴
故
大
乗
法
王
洛
竹
堅
職
巴
臓
ト
姪
完
ト
鎖
南
堅

参
巴
爾
臓
卜
、
差
使
臣
班
藍
端
竹
巴
洛
竹
列
思
巴
、
求
襲
職
。

と
あ
り
、
大
乗
法
王
は
薩
樺
迦
巴
自
叩
二
宮
官
邸
ち

ω白
井
吉

岡
】
但
で
あ
る
こ
と
が
詮
明
さ
れ
る
。

そ
ζ

で
昆
津
思
巴

}
2
8
伸
明
白
岡

白日】
V

白
・
な
る
名
稿
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
こ
れ
は
テ
プ
ゴ
シ
に
、

明
の
皇
帝

(
H成
租
)
に
よ
っ
て
一
四
一
一
一
年
(
永
築
十
年
〉
に
中
園 「大

の
宮
廷
に
招
か
れ
、
帝
よ
り
大
乗
法
王

、H
，
r巾
m
n
r
mロ
ロ
ro回
F
u
ユ

HmEご
uo
の
稽
競
を
援
け
ら
れ
た
」

と
い
う
法
王
ク
ン
レ

l
パ

。}
H
O

回
同
]
巾
関
口
口

σ片
岡
田
印
宮
ー
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

(
切
〉
・
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同
】

-
M
H
∞
)
。

マ
ル
ボ
史
に
も
彼
の
名
は
「
大
乗
ク
ン
レ

1
パ」

叶

rmm

島
内
口
同
ハ
ロ
ロ

F
吋
白
血
官
と
出
(
ロ
宮

ω・
匂
・
白
血
〉
、
毘
津
思
巴
に
完

全
に
一
致
す
る
。
ダ
ラ
イ
悌
数
史
に
は
「
大
乗
法
王
」
吋
r
a
n
r
g

円

}
M
g
r
1
H
m
u主
唱
。
と
書
さ
れ
る
の
み
で
、
そ
の
名
は
記
さ
れ
て
い

な
い
が
ハ
吋
司

ω・匂

-sg、
同
一
人
で
あ
る
と
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

ト
ゥ
ッ
チ
氏
は
「
毘
津
思
巴
は
ク
ン
ガ
l
タ
シ
l
関
口
口
門
『
円
同
庁
ニ

vwg

伯
仲
田
の
名
を
誤
っ
て
同

2
-
z
q
寓
し
た
も
の
」
と
い
う
が
(
叶
句

ω・

同】・。∞
A
Y

同ロ・

φ
ω
)
、

と
略
し
、
略
名
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
宮
を
付
し
た
形
を
用
い
る
こ

と
は
チ
ベ

γ

ト
人
名
で
は
普
通
に
行
わ
れ
て
い
る
か
ら
誤
と
は
い
え

な
い
。
寧
ろ

一
般
に
は
と
の
略
構
が
用
い
ら
れ
て
い
た
か
ら
ζ

そ
、

同

E
仏

関

与

F
E
伯仲田

関
口
ロ
ゲ

W
E臼

を

そ
れ
が
雨
園
の
文
献
の
上
に
そ
の
ま
ま
の
形
で
残
っ
た
と
見
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。

サ
キ
ャ
パ
の
コ

γ
民
国
r
r
oロ
の
系
統
は
、
嘗
時
は
既

ク
ン
レ

l
パ
は
そ
の
う
ち
の
ラ
カ
ン
系

に
四
涯
に
分
れ
て
お
り

巴
弱
肉

EHJ
唱
曲
一
に
属
す
る
か
ら
、

先
ず
は
サ
キ
ャ
パ
の
正
統
と
見

な
し
て
よ
い
人
物
で
あ
る
。

成
租
は
既
に
永
築
四
年
に
カ
ル
マ
パ
の
デ
シ
ン
を
南
京
に
招
請
し

(
明
侍
)

永
築
八
年
九
月
に
内
官
の
閥
信
を
遣
し
彼
を
招
請
し
た
(
史
料
六

O

た
。
し
か
し
グ
ン
レ

l
パ
が
「
道
術
あ
る
の
を
聞
い
て
」

頁
¥ーノ

ク
ン
レ

l
パ
は
十
年
十
二
月
に
来
朝
し

先
ず
人
を
遣
し
て

合
利
悌
像
を
献
上
し
、
翌
十
一
年
二
月
戊
午
に
入
朝
謁
見
し
た
(
史

料
六
二
頁
〉
。

同
年
五
月
辛
巳
に
は
高
行
圃
融
妙
法
最
勝
員
加
慧
智
弘
慈
慶
糟
護

@
 

園
宣
教
正
畳
大
乗
法
王
西
天
上
善
金
剛
普
謄
大
光
明
併
と
い
う
恐
し

く
長
い
封
暁
を
輿
え
ら
れ

「
天
下
の
標
数
を
領
せ
し
め
ら
れ
た
」

と
い
う
が
(
史
料
六
三
頁
)
、

デ
シ
ン
の
例
も
あ
り
、

と
れ
は
ノ
ミ

ナ
ル
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
彼
は
パ
グ
モ
ド

ゥ
の
覇
権
の
下
で
も
こ
れ
に
封
し
頗
る
敵
封
的
で
あ
っ
た
乙
と
が
知

-64-

ら
れ
て
い
る
が

そ
れ
は
そ
れ
だ
け
の
貫
カ
を
依
然
と
し
て
西
チ
ベ

ッ
ト
に
保
持
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

だ
」
こ
と
が
明
俸
に
は
記
さ
れ
て
い
る
が
、
嘗
時
の
貫
勢
か
ら
す
れ

「
植
は
大
貫
法
王
に
亜
い

ば
そ
れ
は
嘗
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

グ
ン
レ

l
パ
も
明
廷
で
は
非
常
な
厚
遇
を
受
け
、
十
二
年
の
正
月

に
出
量
蹄
園
し
た
(
史
料
六
四
頁
)。

ク
ン
レ

l
パ
の
入
朝
は
サ
キ

ャ
パ
の
う
ち
の
ラ

カ
ン
系
の
優
越
性
を
決
定
的
に
し
た
が、

因
に
ζ

れ
と
近
い
開
係
に
あ
る
シ
ト
l
系
∞
∞
主
子
o
m
H
U帥
も
や
は
り
適

嘗
な
待
遇
を
奥
え
ら
れ
た
こ
と
を
一
一
言
回
し
て
お
ζ
う。

ギ
ャ
ン
ツ
ェ

年
代
記
に
(
叶
司

ω・同
u

・
8
3、



こ
の
年
(
突
巳
、

五
月
の
八
日
に

五
人
の
大
人

一
四
↓
三
)

吋
国
ゲ
岳
山
口

は
大
凡
五
百
人
の
従
者
を
連
れ
、

シ
ナ
の
王
燕
王

J

へ
巾
当
包

(
H成
租
)
に
よ
っ

て
遣
さ
れ
た
る

ハ
ホ
大
人
目
白

7
0

同
問
ゲ
凹
}
己
口
、

ス
ン
大
人

を
頭
と
し
、
法
王
パ

。臼ロ
U
S
Z
Eロ

ン
デ
ィ
タ
・
シ
ュ
リ
l
シ
ャ
l
リ
プ
ト
ラ
わ
H

宮
わ

}UR仲間)三門田

を
招
請
す
ベ
く
大
宮
殿

(
H首
府
)
よ
り
迭
ら
れ
た
り
。
彼
等
は

文
多
く
の
ウ
イ
及
び
ツ
ァ
ン
の
高
位
者
に
勅
命
を
宣
す
る
こ
と

お自日
いち
て大
法乗
塔法
を王
建に
て贈
し物
むを
る贈
とる
と@と

と

カ
ル
マ
パ
に
ツ
ル
プ
ゥ
に

シ
ト
l
の
首
長
に
大
師
吋
や

官

2
E
の
稽
蹴
を
輿
う
る
こ
と
:
:
:
等
を
任
務
と
せ
り
。

と
あ
る
が
、
と
れ
に
封
躍
す
る
文
は
、
貫
録
永
築
十
一
年
(
一
四
一

〉
五
月
丙
成
の
傑
に
間
数
王
、
輔
教
王
の
賜
封
と
と
も
に
〈
史
料

六
三
頁
〉
、

日
托
巴
羅
葛
羅
監
築
震
西
天
悌
子
濯
頂
串
慈
弘
智
慶
慧
大
圏
師
、

賜
以
詰
印
。

と
あ
る
も
の
で
あ
る
。

五
月
丙
戊
は
正
に
五
月
八
日
に
一
致
す
る
。

し
か
し
ζ

の
と
き
に
使
者
が
宮
廷
を
出
費
し
た
と
い
う
記
事
は
明
側

に
は
な
い
。
唯
翌
十
二
年
正
月
壬
午
に
ク
ン
レ

l
パ
が
鯖
園
す
る
と
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き

「
中
官
を
し
て
護
遺
せ
じ
め
た
」
と

い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い

る
か
ら
(
史
料
六
回
頁
)

恐
ら
く
と
の
と
き
彼
は
十
一
年
五
月
丙

成
付
の
勅
書
を
携
帯
し
て
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ハ
ホ
大
人
も
ス
ン

大
人
も
何
人
に
嘗
る
か
は
漢
文
献
で
は
封
照
す
べ
き
人
物
を
見
出
し

得
な
い
。
し
か
し
「
護
迭
の
中
官
」

が
多
分
こ
れ
ら
の
使
者
を
指
し

て
い
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
と
思
わ
作
る

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
問
題
は
シ

ト

!
の
首
長

切
仏
血
肉
宮
で
あ
る

が
ト
ゥ
ッ
チ
氏
は

「
こ
れ
は
ク
ン
レ

l
パ
そ
の
人
で
は
な
く

彼
と
同
時
代
の
シ
ト
l
の
人
物
と
し
て
園
師
ロ
ト
ェ
ギ
ェ

γ
ツ
ェ
ン

⑬
 

の
己
完
宮
巴

omyo∞
認
可
同

-HHErs
を
指
す
」

乙
と
を
い
っ
て

-65-

い
る
(
、
吋】
V
ω
-
u・叶

8
・同ロ・∞∞
ω〉
。
こ
の
推
定
は
正
賞
で
、
右
の
貫

録
の
「
日
托
巴
・
羅
葛
羅
監
築
」
雪
之

g
官

-
g
z
r
o
Z
Uロ

仲田ぶロ

が
完
全
に
こ
れ
に

一
致
す
る
。シ

ト
l
系
は
元
代
に
赫
々
た
る

名
撃
を
保
持
し
て
い
た
が
、
明
代
に
な
っ
て
も
そ
の
権
威
は
や
は
り

充
分
に
認
め
ら
れ
、
そ
の
故
に
彼
は
西
天
悌
子
濯
頂
大
圏
師
の
暁
を

輿
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ギ
ャ
ン
ツ
ェ
年
代
記
で
は
彼
に
輿
え
ら

れ
た
稽
挽
は
大
師
叶
白
官
有
官
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
大
圏
師
叶
田
宮

m
z
t
z
を
誤
っ
て
骨
持
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
貫
録
に
は
つ

い
で
、
永
一
築
十
五
年
(
一
四
一
七
)
十
二
月
甲
辰
に
「
曹
慈
弘
智
慶
慧

大
国
師
日
托
巴
」
が
遺
使
し
た
こ
と
を
い
っ
て
い
る
が
(
史
料
六
七
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頁〉、

ζ

れ
も

ロ
ト
ェ
ギ

ェ
ン
ツ

ェ
ン

そ
の
人
で
あ
る
に
相
違
な
い
。

ク
ン
レ

l
パ
は
ト
ゥ
ッ
チ
氏
の
系
固
に
よ
れ
ば

一
四
二
五
年

(
洪
照
元
年
)
を
以
て
照
し
て
い
る
が

(
叶
司
ω
。巾ロ

g-on
s-

叶
白
豆
町
田
)
、
貫
録
宜
徳
元
年
九
月
壬
寅
の
僚
に
は

見
樫
思
巴
が
園

師
阿
木
葛
を
使
者
と
し
て
来
朝
貢
馬
し
た
ζ

と
を
記
し
て

い
る
(
史

料
八

O
頁
)
。
阿
木
葛

o
g
c
F
o
は
ア

モ
ガ
〉
日
o
m
y胆
に
首
る

と
思
う
が
、
恐
ら
く
ク

ン
レ

l
パ
の
死
の
直
前
の
使
者
が
ア
モ
ガ
で

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
確
に
ζ

の
記
事
を
以
て
ク
ン
レ

l
パ
の
名
は

史
上
か
ら
消
去
る
の
で
あ
る
。

績
い
て
大
乗
法
王
が
現
れ
る
の
は
か
な
り
年
代
が
経
っ
て
成
化
四

年
五
月
庚
辰
で
あ
る
ゆ
卸
ち
貫
録
に
は
鵡
部
の
奏
と
し
て
(
史
料
二

四
九
頁
)
、

挑
州
起
迭
購
撒
下
大
乗
法
王
完
卜
、
遺
番
借
葛
竹
瓦
班
稗
等
来
朝

貢
馬
及
方
物
、
査
無
番
王
印
信
文
書
。

と
い
う
文
が
あ
る
が
、
撒
下

Z

2
は

ω白
件
当
、
葛
竹
瓦
班
縛

}S

同
引
い
Y

己

田

空

M
m
E
G
RS
c
は

Y
向

E
g切
関

門

戸

MVσ
白

(
切
}
内
印

-uσ
円
己

σ九
〉

ロ同)白ご〕
σ吉
岡

と
考
え
ら
れ
る
。
完
ト

ロ

8
ロ
間
違

が
明
停
の
例
を
引
い
て

ロ

Z
P
3
と
定
め
た
が
、

は
ト
ゥ

ッ
チ
氏

ζ

の
場
合
も
嘗

て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
(
吋
句
ω・
切

-SGU
同
ロ
・
匝
一)。
ト
ゥ

ッ
チ
氏
は

こ
の
語
に
よ
っ
て
ワ
ン
ポ
・
ナ
ム
カ
レ
グ
ベ

l
ギ
ェ
ン
ツ
ェ

γ

ロσ白
骨

旬
。

Z
E
M
E
r
g
s
-
m
m田
宮
古
話
可
曲
-
B
Z
Eロ
を
引
合

「
但
し
年
代
的
な
理
由
に
よ
り
、
と
の
場
合
の
ワ
ン
ポ
は

に
出
し

多
分
世
襲
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
ら

ナ
ム
カ
レ
グ
パ
で
は
な
く
て
そ

の
子
の
ナ
ム
カ
ギ
ェ
ン
ツ
ェ
ン
ベ
ル
サ
ン
ポ

Z
曲
目
白
w
r白グ

Hmu--

5
2
7白ロ門回目)巳

σN内

w
p
u
o
で
あ
ろ
う
」
と
い
う

(、
H
，H
M
ω

・
-v
・。∞
A
Y

同ロ
・回
一)。
ナ
ム
カ
レ
グ
パ

が
ワ
ン
ポ
と
呼
ば
れ
た
と
と
は
、
サ
キ
ャ
の

系
固
に
よ
っ
て
も
確
で
あ
る
が
(
叶
司

ω・
。
巾
ロ
g-om札口
丘
、
叶
白
匡巾凹
)
、

そ
れ
は
輔
教
王
な
る
が
故
の
稽
暁
で
あ
っ
て

ζ

の
系
統
は
ド
ゥ

エ
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チ
吉
エ
系
ロ
5
E
n
y
o仏

で
あ
り
(
輔
教
王
の
項
に
詳
述
)
、
-
フ
カ

ン
系
と
は
全
く
別
の
存
在
で
あ
る
。
而
し
て
ζ

の
と
き
の
使
者
は
既

に
番
王
の
印
信
文
書
を
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
果

し
で
正
規
の
使
者
か
ど
う
か
も
疑
わ
し
い
が
、

大
乗
法
王
が
の
吉
田

認
可
白
-σ
仰
と
帯
さ
れ
る
と
と
は
あ
っ
て
も
、

ロゲ曲。
'

H
U
O

と
帯
さ
れ

る
と
い
う
の
は
頗
る
納
得
し
が
た
い
。

一
般
的
な

「
主
君」

「
支
配

者
」
の
意
味
で
ワ
ン
ポ
と
帯
さ
れ
る
と
と
は
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る

が
、
そ
れ
で
は
既
に
ζ

の
語
が
何
等
特
定
の
王
を
指
し
た
も
の
で
な

い
こ
と
に
な
り
如
何
に
し
て
も
こ
の
語
だ
け
か
ら
は
ク
ン
レ

l
バ
の

後
縫
者
を
推
定
す
る
ζ

と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。



〔
第
二
表
〕

サキャパ・ラカン系系圃
(TPS. Genealogical Tables) 

Kun dga].1 rgyal mtshan dpal bzan po 

Ta dben _ Blo gros rgyal 
mtshan dpal bzaIl po 

Ta dben Chos kyi rgyal 
m山 ndpal凶 h10

311 

1 1 
Dharmadhvaja Rdo rje rin Bsod nams 

chen rgyal bkra cis 
mtshan 

Theg chen chos kyi 
rgyal po Kun dga].1 
bl王racis rgyal mtshan 
dpal bzan -po 

Bsod m」s Ca kyam ge 
rgyal mtshan I 

1 1 1 1 
Mkhas b!s_un Kun dgaQ. Kun dga].1 Rin chen rgyal mtshan 
chen po Kun rgyal mtshan snin po dp唱1bzan po 
dga].1 bkra 
ClS 

Chos kyi rgyal 
mtshan dpa 
bzan po 

Bsam ].1grub 
rgyal mtshan 

Don grub 
rgyal mtshan 

早jampii仰Ils
Kt:n 9~a].1 blo gros legs 
pa].1! ].1byui:I gnas rgyal 
mtshan .dpal-bzaIl po 

ク
ン
レ

1
パ
の
後
纏
者
の
系
譜
に
つ
い
て
は
、
ダ
ラ
イ
悌
教
史
と

サ
キ
ャ
年
代
記
を
除
い
て
は
現
在
ζ

れ
を
明
か
に
す
る
ζ

と
は
で
き

な
い
。
卸
ち
ク
ン
レ
l
パ
の
兄
弟
の
曾
孫
の
代
ま
で
は
知
ら
れ
る

が
、
そ
れ
以
下
は
全
く
不
明
な
の
で
あ
る
〔
第
二
表
参
照
〕
。
し
ち、

し
貫
録
で
は
こ
れ
に
閲
す
る
二
三
の
記
事
は
あ
る
。

第
一
は
弘
治
三
年
正
月
丙
子
の
僚
に
あ
る

「
輔
教
王
の
使
者
が

大
衆
法
王
の
襲
職
入
賞
を
保
迭
し
て
挑
州
よ
り
入
貢
せ
ん
と
し
た
」

と
い
う
記
事
で
あ
る

(
史
料
一
ニ

O
九
頁
)
。

と
れ
に
封
照
す
べ
き
は

弘
治
八
年
十
月
戊
辰
の
僚
の
(
史
料
三
一
七
頁
)
、

- 67-

烏
思
識
大
乗
法
王
陸
竹
堅
参
巴
描
卜
、
遺
番
借
劉
乱
購
卜
等
。

と
い
う
文
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
と
の
法
王
は
弘
治
三
年
に
襲
職
を
願

出
た
大
乗
法
王
な
の
で
あ
ろ
う
。

劉
乱
購
ト
伸
明
白
仲

4
1凹

Q
C
M】

C

は

。zm臼
(
同
)
印
〉

Hmu刊
と
(
自

zr田口
〉

σN同
島

]
u
o
、

日可

G
W
Z
Wロ
zahHBHU白
神

田

Q
O
匂
C

は
∞
-
o
m
H
O印
認

可

m
w
-
s
z
y同ロ

陸
竹
堅
参
巴
燕
ト

円

-
H
V
同

-
r
N白
砂
田

uo
と
還
元
さ
れ
る
が

と
の
名
に
嘗
る
人
物
を
右
の

系
園
の
上
に
輩
見
す
る
と
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
旬
。

第
二
に
本
節
の
胃
頭
に
掲
げ
た
貫
録
正
徳
九
年
正
月
己
丑
の
、
洛

竹
堅
職
巴
戴
ト

-08ω
二
品
目
白

M
E
A
-
u同

Z
h
H
C
Z
と
そ
の
姪
鎖

南
堅
参
巴
爾
購
卜

2
0
ロ
Q
E
Z
F
mロ
ぽ
ぜ
ヨ
宮
M
S
Z
Q
C
M
M
C

が
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交
代
し
た
こ
と
を
示
す
文
で
あ
る
(
史
料
三
四
七
頁
)
。

前
者
は

首
然
陸
竹
堅
参
巴
臓
ト
と
同

一
人
で
あ
り
、

後
者
は

回目。己

E
ヨ∞

】

-mu--ヨ
zr自
己
H
V

白
]ゲ

N2

3
と

還
元
す
る
と
と
が
で
き
る
。

こ
の
ソ
ェ

ナ
ム
ギ
ェ
ン
ツ
ェ

ン
の
襲
職
は
、
貫
録
で
は
翌
十
年
二
月

甲
午
に
許
可
さ
れ
て
い
る
が
(
史
料
三
四
九
頁
)
、

彼
に
該
賞
す
る

人
物
は
系
聞
の
上
で
は
全
く
震
見
で
き
な
い
。
ト
ゥ
ァ

チ
氏
は
彼
を

一
五
三
三
年
に
現
し
た

タ
グ

ニ
チ

ェ
ン
ポ

・
サ
ロ

ヅ
ァ
ワ

・
ジ
ャ
ム

ヤ
ン
ク
ン
ガ
l

ソ
ェ

ナ
ム
ラ
グ
パ

ギ
ェ
ン
ツ
ェ
ン
∞
仏
白
血
刷
出
三
円
}
話
口

同】
Oω
白

}0
2同
一)白

出
す
ヨ
己
一
u
u
刊何回
忌
印
一
日
ロ
門
]
向田
一d
g
o門rgHHa
m
Eぬ印

℃
白
話
一
司
白
{
ヨ
片
的{戸山口

に
比
定
し
て
い
る
が
(
叶
句

ω・匂
-
g
A
Y
?・
3
、

氏
の
考
え
に
は
前
述
の
ご
と
く
成
化
四
年
に
来
朝
し
た
「
完
卜
」
が

タ
ク
ツ
ァ
ン
パ
の
ナ
ム
カ

l
レ
グ
で
あ
る
と
い
う
前
提
が
あ
る
か
ら

で

(
叶同

Uω
・
匂
-
G
∞
AY
ロ
・白)、

到
底
こ
れ
に
は
従
い
が
た
い
。
ダ
グ

ニ
チ

ェ
ン
ポ
は
タ
ク
ツ
ァ
ン
パ
輔
教
王
の
ナ
ム
カ
タ
シ
!
の
子
で
年

代
的
に
は
確
に
一
致
す
る
が

(
後
述
〉
、

ζ

れ
が

大
乗
法
王
で
あ
る

ベ
き
筈
は
な
い
の
で
あ
る
。
叉
そ
の
名
も
ソ
且

ナ
ム

と
は
不
一
致
の

貼
が
多
く
、
全
く
の
別
人
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ソ
ェ
ナ
ム
の
以
後
も
大
乗
法
王
の
遺
使
入
貢
は
断
績
的
に
行
わ
れ

る
カ2

そ
れ
は
他
の
例
と
同
じ
く
全
然
王
名
を
記
さ
ず

従
っ
て
系

譜
的
な
追
求
は
も
は
や
不
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

〔未
完
〕

〔註〕

①

「

元
末
明
初
の
チ
ベ
ッ
ト
紋
勢
」
明
代
満
蒙
史
料
研
究
第
掲
載
橡
定

②

「

明
代
チ

ベ
ッ

ト
の
岡
敬
王
に
つ
い
て
」
東
洋
翠
報
四
五
巻
四
鋭

①

前
婦
論
文
「
元
末
明
初
の
チ
ベ
フ

ト
伏
勢
」

①

後

に
カ
ル
マ
パ
の
坐
林
の
地
と
な
っ
た
ツ
ル
プ
ゥ
の
僧
院
は
ラ
サ
の
西

北
に
あ
り
、
ド
ェ
ス
ム
キ
ェ
ン
パ

0
5
四
E
5
3
r
y
同
市
ロ
司
ロ
に
よ
っ

て
一
一
八
七
年
に
閲
廿
益
さ
れ
た
。
但
し
中
心
の
寺
院
は
カ
ル
マ
パ
ク
シ

ヌ
ミ

E
E
E
4巴
に
よ
っ

て
一
二
六
三
年
に
建
立
さ
れ
た
も
の

で
あ
る

(の
Z
HM・
-
Y
H
S・
『=
・
叶C
ω
)
。
そ
の
僧
院
長
の
系
譜
は
テ
プ
ゴ
ン
に
載

っ
て
お
り
(
∞〉
・
}u・
臼
申
)
、

整
理
す
る
と
次
の
と
と
く
で
あ
る
。

同
・
ロ

5
m
gヨ
ヨ
r
r
u『巾
ロ
古
田

一一

日

-

F

7
2

一白可
同
四
百白

ω-
HN白
廿
廿
『
〕『
己廿

印白
HJ帥
吋悶〕『世田

品・。〕

3
3
m
g印古田

一一

切
-
H
N
m
可何
回
目
g
y
c
Z出
ヨ
出

品・

H
N
5
ny
mロ

m
g町
田

叶

-
H
F
H
E同

E
企

H
uq
F
4
L
uv
，ぃ、

一一

∞
・
0
r
。
ロ
ロ
ロ
司
o
n
r
m

叶

S
m仰
U
叫

S
S

由
・
。
ロ
白
帥
口
白
問山古
田

吋

s
u
h
尚
南
〉
糧一一
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H
0
・
〉
仏

V
S
3
2白
色

E
P
Z】言問

日
可

S
凶
滋
の
同
印
口
問
H
O
H

凹『苫
Z

S
山
市

H
H
・
ω
r
g
A
U
Z
ザ

σ
=
g
唱
曲

H
N
-
u
r
R
J
H
山口

ロ
ロ
)
泊
巡
り
げ
O

ロ
M
X
v
t
w

在国
-
S山
市

一一

ロ
・
、
同
各
包
自
由
宮
司
会
S

H
品・

u
g
v
江
口

H
N
S
羽
尚

5
・刷
N
E
口
『
岡
市
ロ
仏
唱
M

L

(
切
芯
自
由
w

ロ
国
間
宮
】
)

由

S
溜
・
国
山
w
υ
¥
ψ
ャ

h
"
υ
¥

可
、
守
℃
h
n
R
A
H
G
ペ
南
砂
叫
が

一一

H
白

・

円

U
F
O印

V
可
同
F

5
8凶
逃

口
・
。
r
o印
円
四
可
回
-

〉
円
四
宮

H
S減
い

山

市

w
E
b
w
組
問
組
理
覇
市
円
盤

4・
伊
が

一一

H
∞
・
の
7
0目

ru
ュ
E
o
m
H
O印

見
向
)
凶
選

同
由
・
百
口
問
u
o
n
y再
開
ロ
ロ
仏
mHWMMZO
四

HO
帥
宮

同
∞
ロ
〉
巡
り

E
V
P
E
r
s廊
ω♂
広
報
肘
朝
間

一一

N
0・
《

U
F
O曲

r〕
ユ
廿
D
仏

N21

S
S河
h
w替
・

M
品
榊
判
前
問
謬

一一

回
・
旬
}
同
日
仏

σ苫
守
口
g
m
g
r
H
V
D仏
N
四
円

8

8
回
選
回
日
C
己

E
B∞
片
岡
苫
日
3
7
0
8
湖
沼
u

前
同
謬
号
山
1
'勺

υ
¥

号

E
E円、
f
盤
J

ブ

AFω
鴇
断
努

N
N
・
0
c
m門
官

『

国

za刊
州
割
前
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右
に
よ
っ
て
ド
ェ

γ
ル
プ
オ
Z

セ
ル
ベ
ル
サ

γ
ポ
は
明
か
に
二
十
一
代
目

の
ジ
ャ
ム
ヤ
ソ
ド
ェ
ン
ル
プ
オ
ェ
セ
ル
で
あ
る
乙
と
が
霞
明
き
れ
る
・

品
開
貫
録
天
順
三
年
正
月
戊
戊
の
傑
に
(
史
料
二
一
四
頁
)
、

烏
思
燕
弁
奈
甘
宣
慰
使
司
等
慮
鍍
ト
等
寺
刺
廊
頭
目
舎
人
観
窟
等
来

朝。

と
あ
る
が
、

ζ

の
族
卜
足
。
唱
。
も
ツ
ル
プ
ゥ
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

観
富

rdaロ
向
。
は

s
r
Eロ
唱
。
と
し
か
考
え
ら
れ
ず
、
従
っ
て
固
有

名
詞
で
は
な
い
。
時
期
的
に
は
や
は
り
F
z
y
ル
プ
オ
ェ
セ
ル
と
グ

γ

l

ワ
の
何
れ
か
の
時
代
に
属
す
る
。

⑤
囲
神
民
稽
古
略
績
築
谷
三
に
は
辛
丑
永
幾
十
九
年
に
か
け
て
〈
正
那
谷
四

九
、
九
四
三
頁
上
)
、

西
信
大
賞
法
王
来
朝
、
或
請
駕
親
努
之
、
夏
元
吉
温
之
、
上
回
、
爾
欲

殺
韓
愈
耶
、
乃
木
出
発
、
他
日
法
王
入
見
、
士
ロ
不
奔
。

と
述
べ
て
い
る
が
、
時
期
的
に
は
こ
れ
も
ト

γ
ワ
ド

γ
デ
ソ
の
入
朝
の
よ

う
に
見
え
る
。
し
か
し
ト
ソ
ワ
が
明
廷
に
入
朝
し
た
と
い
う
記
録
は
チ
ベ

ッ
ト
文
献
に
は
存
在
し
な
い
。
叉
漢
文
献
で
は
貧
銀
、
明
俸
と
も
に
こ
れ
に

封
感
す
る
記
事
は
見
出
す
ζ

と
は
で
き
な
い
。
恐
ら
く
永
築
十
九
年
は
誤

で
あ
っ
て
、
と
の
こ
と
は
デ
ツ

γ
の
入
朝
を
指
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
倫
明

遁
鑑
倉
一
七
同
年
六
月
の
w
慨
に
も
同
様
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、

或
は
稗
氏
稽
古
略
績
集
か
ら
そ
の
材
料
を
得
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

⑤
江
寅
寸
蒙
古
源
流
」
京
都
、
昭
和
十
五
年
、
一
一
一
|
一
二
三
良
。

⑦
和
田
清
「
東
亜
史
研
究
」
蒙
古
錦
、
東
京
、
昭
和
三
十
四
年
、
三
九
六

頁。

-69-

③
a

佐
藤
長
「
明
の
武
宗
の
活
悌
迎
請
に
つ
い
て
」
塚
本
博
士
煩
蒋
記
念
併

数
史
皐
論
集
、
京
都
、
昭
和
三
十
六
年
、
三
五
一
一
員
。
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⑬⑬⑫⑬⑬①  

ド
ヮ

γ
太
監
は
天
子
直
腐
の
最
高
の
大
宮
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

前
掲
論
文
三
五
九
頁
。

前
掲
論
文
三
五
七
頁
。

前
掲
論
文
三
五
三
頁
。

明
停
で
は
「
演
数
」
。

貫
録
永
制
捜
十

一
年
二
月
己
未
の
係
に
は
(
史
料
六
二
頁)、

命
・
鍍
爾
ト
掌
寺
端
竹
斡
醇
見
巴
皇
制
剤
卜
、
国
民
灘
頂
醤
叩
慈
遁
慈
図
師
、

賜
諮
印
及
繰
幣
表
裏
。

と
い
う
句
が
あ
る
が
、
恐
ら
く
は
こ
れ
と
関
係
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の

俗
名
に
つ
い
て
は
五
二
頁
参
照
。

⑬

ト
ウ
ジ
チ
氏
の
系
闘
で
は
、
二
二
六
六
年
に
生
れ
、
五
十
五
歳
で

一
四

二
O
年
に
残
し
て
い
る
(
吋
司

ω・
。
巾
口

2
一一C
凹

-g
一
吋血
豆伺
印
)
。

⑬

乙
の
と
き
ま
で
サ
キ
ャ
の
遺
使
入
賞
が
全
然
紹
え
て
い
た
わ
け
で
は
な

ぃ
。
天
順
四
年
六
月
に
は
、
「
鳥
恩
師
用
地
薩
加
等
寺
都
綱
刺
航
者
信
鎖
南

言
千
」
が
馬
及
び
方
物
を
貫
し
た
が
(
史
料
二
一
八
頁
)
、
鎖
南
言
千

2
0

ロ
R
S
Zロ
仲
間
ぷ
の
ロ
は
切
m
O
仏
ロ
曲
目
印
円
開
可
回
-
g
g
y同
ロ
薩
加

g

g
同
は

明
か
に

ω同
mrB
で
あ
る
。
叉
成
化
二
年
正
月
に
は
「
烏
思
競
桑
思
加

等
寺
番
借
温
卜
著
白
等
」
が
来
朝
し
て
い
る
が
(
史
料
二
三
六
頁
)
、
混

卜
著
自
己
目
ロ
旬
。

3
5
0
唱曲同

は

り

E
F
旬。

口
一回O
印
門
t
u丘、

桑
思
加

由民出

回目
S
白
は
い
う
ま
で
も
な
く

ω国
間
ru函
で
あ
る
。
遺
憾
な
が
ら
乙

れ
ら
が
サ
キ
ゃ
の
何
れ
の
系
統
は
属
す
る
か
は
右
の
記
載
の
み
で
は
全
く

知
る
ζ

と
を
得
な
い
。

⑫

第
二
表
系
園
の
最
後

κ我
々
は
穴
己
ロ
仏
間
曲
目
V
E
C
問円
O
回
一
冊
四
回
同
区
宮

σσM=HVmロ
俗
的
吋
問
》
、一白

-5grω
ロ
《
件
当
-
r
g
p
唱
。
な
る
人
物
を
渡
見
す
る

が
、
年
代
が
明
か
で
な
い
の
で
果
し
て
同

一
人
か
ど
う
か
は
決
定
で
き
な

、。
-
L
V
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